
　今年も残り少なくなり、何かと慌しい毎日ですが、お元気でお過ごしのことと思います。
　さて、当センターでは来年（2003 年）４月から実施される支援費制度へ参入すことを決めま
した。この制度は、従来の措置を原則とするかたちからひとりひとりの障害者が自分に必要な
サービスの中身や業者を自分で選択して、契約を結び、それに基づいてサービスを受けるとい
う制度です。障害をもっている方には、すでに市町村から申請の案内の文章などが届いている
と思いますが、当センターとしてもサービスを提供する事業者として活動をしていくための準
備をしている段階です。また、併せて高齢者や特定疾患の障害者を対象とした介護保険制度に
も参入する予定で、その準備もすすめています。
　つきましては、これらの事業に参入することについて会員のみなさんに正式なご報告と承認
を頂くことと、それに必要な定款の改定などをご審議頂く為の臨時総会を下記の要項で開催す
ることになりました。
　センターの今後を決定付ける大事な総会になると思いますので、ぜひ大勢の方のご参加をお
願いいたします。

記

※　正会員の方には、返信用のハガキを同封させて頂きますので１月20 日までに必要事項をご
記入の上、ご返送頂きますようにお願いいたします。

日時　2003 年２月２日（日）　　午後１時 30 分より４
時まで
場所　船橋市中央公民館　第２集会室
議題　１　定款変更について
　　　２　新規事業参入に伴う補正予算について
　　　３　その他



　総会のお知らせのところでもふれましたが、来年度から障害者に対するサービス提供の仕組
みが大きく変わり、支援費という従来にはなかったまったく新しい制度がスタートします。こ
れは、国がすすめている社会福祉基礎構造改革の一環として実施されるもので、「措置から契約
へ」を合言葉にしてサービスの利用者が自分が受けたいサービスを内容や量、また時間などに
ついて自分で決定して業者を選び、契約を結んでサービスを受けるシステムです。従来のやり
方ですと、障害者からの申請に基づいて市町村の役所が中身や業者をほとんど一方的に決めて
いたのに対して、今度は障害者自身が中身や事業者を自由に選んで自分の生活を組み立てるこ
とができるわけです。
　この制度では、ホームヘルパーや介助者の派遣はもちろんですが、それだけではなく入所施
設などの選択もできるようになり、同じように契約を結んで入所することになります。実際の
利用にあたっては、市町村の窓口に申請をするところまでは従来と同じですが、その後役所か
ら支給の決定内容を記載した受給者証が交付され、その受給者証の記載に合わせて利用者が
サービス提供事業者を選んで、契約を結び、それに基づいてサービスを利用することになりま
す。



山本



編集後記編集後記編集後記編集後記編集後記

　いよいよ夏です。日に日に暑くなります。さて、当セ
ンターの代表・杉井が手術のため、先日入院しました。
そのためしばらくの間副代表・山本が代表職を兼務する
こととなることをお伝えします。
　絶叫と興奮の中サッカーワールドカップが閉幕しまし
た。世界最高峰の技を見る事ができてサッカーファンの
1 人として幸福でした。ところで先日電動車いすサッ
カーのチームをつくり活動されている会の方が来訪され
ました。お話を聞くと競技として1 人 1 人が激しくプレ
イしているそうです。今度練習を見に行っ
て来ようと思います。（M ．S）
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前田満子様 佐野光宏様 亀沢泰様 白川順子様
山中英子様 津久井大助様 石栗緋沙子様 新田輝一様
千葉満様 松下英生様 川面マサ様 仙波恒雄様
石田三郎様 平岡はるみ様 林静誠様 川嶋徳人様
村瀬伸一郎様 清水光明様 金綱喜代美様 吉峯啓晴様
小栗よね子様 山田美穂様 瓜生隆生様 田尾幸三様
福元高明・悦子様 松井様 古川市郎様
瀬能義辰様 杉田美幸様 東周三様 佐久間良夫様
昆順一様 岩瀬まさ子様 匿名様　　　　 石栗利之様
山本明様 小川里様 豊島ひろみ様 赤羽進二様
永尾伸一様 山本昇様 花島敏郎様 宮原雅子様


